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秋田県告示第１５１号

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項の規定により、次の医療機関を救急病院に認定し

たので、同令第２条第１項の規定に基づき、告示する。

令和５年３月31日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

名 称 所 在 地 認 定 の 有 効 期 間

独立行政法人地域医療機能推進機 能代市緑町５番22号 令和５年４月１日から

構秋田病院 令和８年３月31日まで

市立角館総合病院 仙北市角館町岩瀬３番地 令和５年４月１日から

令和８年３月31日まで


